
附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
営
強
化
計
画
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
の
施
行
前
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
決
定
に
係
る
経
営

強
化
計
画
（
経
営
の
強
化
の
た
め
の
計
画
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
能
の
強
化
の
た

め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
章
又
は
第
三
章
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


